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環 境 配 慮 検 討 書 

 
 
                                                                   
                                                                             令和３年１２月１３日 
 
 
  三重県環境調整システム推進会議 会長 様 
 
 
                                                                      四日市建設事務所長 
 
 
  三重県環境調整システム推進要綱第４条の規定に基づき提出します。 
 
 

 対 象 事 業 の 名 称 主要地方道四日市鈴鹿環状線(采女南工区）道路改良事業  

 
 連絡先 

 担当課所名 四日市建設事務所 事業推進室 道路課 

電話番号 059-352-0675 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

１ 事業の計画の名称、目的及び内容 
 

 (1)名称 主要地方道 四日市鈴鹿環状線（釆女南工区）道路改良事業  

 (2)目的  主要地方道四日市鈴鹿環状線は、四日市市東富田町を起点に四日市市中心市街地
西外周部を通り鈴鹿市北玉垣町を結ぶ県道で、四日市市と鈴鹿市を結ぶ道路ネット
ワークの一部としての機能を有しているが、道路幅員が狭く歩道もない未改良区間
が多く存在している。                           
 国道477号から現在施工中の北工区までは2車線改良済であり、北工区の終点の県
道三畑四日市線から国道１号までが未改良となっている。また、国道１号から鈴鹿
管内では、鈴鹿市役所周辺を除き改良済である。               
四日市鈴鹿環状線は、北勢バイパスが供用するまでの間は、広域ネットワークを担
う道路として機能させ、北勢バイパス供用後は、内陸部の生活道路を適切に分散さ
せることによって交通混雑の緩和を図るとともに、道路交通の安全を確保する主要
幹線道路（国道1号、国道477号）へのアクセス道路を目的として道路改良を行うも
のである。 

 (3)事業主体 四日市建設事務所 事業推進室 道路課 

 (4)計画内容  ①計画地の位置 
 ※位置図を添付する 
 こと 

事業箇所：四日市市釆女町 地内           
事業延長：L=1.7km 

 ②建物・施設等の概 
  要 
 （用途、規模、面積、 
  配置等） 
 ※配置図を添付する 
  こと 

1)道路規格：第３種第２級 L=1.7km          
     設計速度：50km/h            
  道路幅員：2車線+片側歩道           
       （車道7.75m+歩道3.50m=11.25ｍ） 

2)計画交通量：6,000台/日 

 ③用水の使用計画  － 

 ④エネルギーの使用 
  計画 

 － 

 ⑤雨水、汚水の排水 
  計画 

 雨水：道路端部の側溝で集水し、既設排水路等の公共水域
へ放流する。 

 汚水：－ 

 ⑥道路・交通計画 県道三畑四日市線立体交差点を起点とし、平坦な都市計
画区域、水田地帯を縦走したのち、南側丘陵地に上り畑地
帯を通過後、現在T字交差点である国道1号交差点に接続す
る。 

 ⑦工期  ｱ)着工の予定時 
  期 
 ｲ)完工及び供用 
  開始の予定時 
  期 

 ・着工：    年  月頃予定 
 
 ・完工：    年  月頃予定 
 ・供用：    年  月頃予定 

 (5)関連事業計 
 画 

主要地方道四日市鈴鹿環状線(北工区)道路改良事業 

 (6)その他  

 



 
 

２ 計画地の社会的条件の現況等 
 

 (1)計画地の 
  社会的条件 
  の現況 

① 通の現 
  況 

国道477号～国道1号間の現状は、都市計画道路区間については本計画
の一部を除いて整備されているが、主要地方道宮妻峡線～国道1号間
は、ほとんど未改良区間であり、幅員狭小区間があるため、著しく走
行性は不良である。 

 

 

 ②土地利用 
  の現況 

 起点側は、沿線に宅地が連担しており、（第二種中高層住居専用地
域）また、中間地点は水田区域を縦走する計画であり、終点側丘陵地
は畑地帯として利用されている。 

 ③水域利用 
  の現況 

水田区域は、内部川頭首工を水源とする農業用水路の受益地となる。

 ④生活関連 
  施設の現 
  況 

1) 学校施設：市立内部小学校・市立内部幼稚園         
     民間保育園 

2) 医療施設： － 

3) 文化施設：内部地区市民センター 

4) その他 ： － 

 (2)関係法令 
  等による地 
  域の指定・ 
  規制状況 

 ①自然環境 
  保全地域 
  等の指定 
  状況 

 自然環境保全地域（地区）、自然公園地域（区域）、鳥獣保護区の指 
 定状況 

1)自然環境保全地域の指定： なし 

2)自然公園地域の指定  ： なし 

3)鳥獣保護区の指定   ： なし 
 

 ②土地利用 
  規制の現 
  況 

 都市計画法、農業地域振興法、森林法等の規制状況 

1) 都市計画法：第二種中高層住居専用地域（起点付近） 

2) 農業地域振興法：農用地区域 

3) 森林法：規制あり（南側丘陵地斜面） 

4) 砂防法：規制なし 

5) 河川法：規制なし 

6) 地すべり等防止法：規制なし 

7) 文化財保護法：規制あり（西起遺跡他） 

8) 三重県景観計画：規制なし 

9) 土砂災害防止法：規制なし 

 



 
 

３ 計画地の自然的条件の現況        
 

 (1)地形 
  ・地質 

 文献調査  文献名 5万分の1地質図幅 四日市地域の地質S59     

 地質調査所 
 

 現地調査の有無  有 ・ 無 （実施日時       ）  聴取調査の有無  有 ・ 無 

 調査結果等 地形： 計画路線は、鈴鹿山脈東方地域にあたり、低地(内部川河成低

地)・丘陵（采女丘陵）に区分される。              

地質： 内部川を中心とした低地部は、完新世の未固結堆積物(沖積層)
で構成される地質であり、主に砂・泥および砂礫よりなる。丘陵地は

水沢扇状地堆積物(古期)で構成され、主に礫及び砂よりなる。 

 (2)水象  文献調査  文献名  

 現地調査の有無  有 ・ 無 （実施日時       ）  聴取調査の有無  有 ・ 無 

 調査結果等 
① 川、湖沼 

－ 

② 海域 － 

  (3)気象・ 
  大気質等 

 調査の方法 気象庁ホームページ 「四日市」2021年            

 令和元(2019)年版環境白書(三重県)  四日市市ホームページ 

 調査結果 1) 気 温 ： 平均気温16.0°C 最高気温37.4°C 最低気温-4°C 

 
2) 降水量 ：年間降水量2,021mm/年  

    日別降水量 最大101.5mm/日(9/6) 

    時間降水量 最大 60.5mm/時(9/6) 

 
3) 最多風向：北北西 

 
4)風速  ：平均風速1.7m/s 最大風速8.3m/s 

  

                    気象庁ホームページより 
 
 
5)大気質： 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 



 
 

  
 

6)水質 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)騒音 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8)振動： 

 

 

 

 

 

 (4)生態系 
  等 

 文献調査  文献名 「三重県レッドデータブック2015」        

「パワープラント四日市北小松太陽光発電所造成事

業に係る簡易的環境影響評価書」 

 現地調査の有無  有 ・ 無 （実施日時       ）  聴取調査の有無  有 ・ 無 

 調査結果等 
① 植物 

 
 植生の概要：計画地においては、水田雑草群落、畑雑草群落、モチツ

ツジ－アカマツ群集が分布している。 
 
 貴重な植物個体：計画地内の記録はないが、計画地周辺では、イヌセ

ンブリ、コバノカモメヅル、シラタマホシグサ等の確認記録がある。 
 
 貴重な植物群落： なし 

② 動物  動物相の概要：水田雑草群落、畑雑草群落が分布しており、これらを

 生育基盤とする動物が生息しているものと考えられる。 
 

 貴重な動物：計画地内の記録はないが、計画地周辺では、サシバ、

オオタカ、ヒメタイコウチ等の確認記録がある。 

 



 
 

  

 (5)自然景 
  観・文化 
  財等 

 文献調査  文献名 「文化財データベース」三重県ホームページ   

「市内の文化財について」四日市市ホームページ 
 

 現地調査の有無  有 ・ 無 （実施日時       ）  聴取調査の有無  有 ・ 無 

 調査結果等 
① 自然景観 

 
 自然景観の概要： 内部川低地の水田地帯と丘陵地に畑地帯が存在す

る。 
 
 
 貴重な自然景観： 特になし 

  ②文化財、史 
   跡、名勝等 

 史跡・名勝・天然記念物： なし 
 
 埋蔵文化財包蔵地： 

終点側丘陵地畑地帯は、ほぼ全域が埋蔵文化財包含層にあたる。 
西起遺跡・宮ノ上遺跡・春雨A遺跡 

 石田遺跡・松ノ木遺跡 
                                四日市市ホームペ－ジより 

   ③野外ﾚｸﾘｴｰｼ 
   ｮﾝ 他 

 「ほたるの森観測所」 

 (8)その他、 
  自然災害 
  等 

四日市市防災マップによると、内水氾濫想定区域と隣接しており、        

浸水深想定0.5～1.0ｍとされている。 

 



 
 

４ 事業計画の検討内容（複数案比較） 
  ＊用地選定が異なる計画、同じ用地での異なる計画等との比較を行う。比較検討用の位置図を添付すること。 
 

    事業計画案    比較検討（A案）      比較検討（B案） 

 (1)計画の概要 バイパス案 L=1.73km バイパス案 L=1.65km バイパス案 L=1.97km 

 (2)環境評価 （＊左欄に◎○△を相対評価で記入し、右欄に評価の理由を記入） 
   ①循環を基調とした持続的発展が可能な社会の構築 
  ②人と自然が共にある環境の保全 
  ③やすらぎとうるおいのある快適な環境の創造 

 ①-1 
 地球温暖化防止 

△ 立体部及び丘陵地での登
坂、制動時におけるCO2排出
量が多い。 

○ 事業計画案に対し、丘陵地
登坂・制動時におけるCO2
排出量は軽減される。 

○ 事業計画案に対し、丘陵地
登坂・制動時におけるCO2
排出量は軽減される。 

 ①-2 
 廃棄物対策 

○ 家屋3件の建設廃材が生じ
る。 

○ 家屋3件の建設廃材が生じ
る。 

△ 家屋3件の建設廃材が生じ
る。事業計画案に対し、山
林部縦走区間が長いため、
伐採木の発生量が多い。 

 ①-3 
 生活環境の保全 

 

△ 

立体部の登坂、制動時にお
ける騒音、振動が懸念され
る他、擁壁により、日照阻
害が生じる。 

 

△ 

事業計画案に同じ  

△ 

事業計画案に同じ 

 ①-4 
 その他重点項目 

－ 特になし － 特になし － 特になし 

 ②-1 
 野生生物等の生 
 育空間の確保 

△ バイパス整備であるため、
新たに影響を及ぼす。 

△ バイパス整備であるため、
新たに影響を及ぼす。 

△ バイパス整備であるため、
新たに影響を及ぼす。影響
範囲は最も大きい。 

 ②-2 
 希少な野生生物 
 の保護 

－ 該当なし － 該当なし － 該当なし 

 ②-3 
 地形、地質等の 
 改変の抑止 

◎ 地形改変量が最小となる。 ○ 事業計画案に対して、地形
改変量が7，480ｍ2大きい。 

△ 事業計画案に対して、地形
改変量が 11，860ｍ2大き
い。 

 ②-4 
 その他重点項目 

◎ 地域自然観察所周辺からの
離隔を確保している。 

○ 地域自然観察所周辺に近
接する。 

△ 地域自然観察所周辺を縦
走する。 

 ③-1 
 緑化、周辺景観 
 との調和 

◎ 水田地帯・丘陵地での切盛
高を最小限に押さえられ
る。 

○ 事業計画案に対して、水田
地帯・丘陵地での切盛高が
大きいため周辺環境と調
和しない。 

△ 事業計画案に対して、丘陵
地での切盛範囲が大きい
ため周辺環境と調和しな
い。 

 ③-2 
 親水等、ふれあ 
 い空間づくり 

－ 該当なし － 該当なし － 該当なし 

 ③-3 
 その他重点項目 

◎ バイパス整備により、現道
部の交通負荷が軽減され
る。 

◎ 事業計画案に同じ ◎ 事業計画案に同じ 

 ④上記以外の 
  特記事項 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

５ 事業計画案の環境配慮に係る評価 
 

   長   所 新規バイパスの整備により、現道の渋滞緩和が図られることにより、沿道住環境の
向上とともに、CO2排出量の抑制が期待される。 

 

  短   所 バイパス整備であること、側道（生活道・農道）設置の必要性に伴い、地形改変量
が大きい。 

 会議で調整を 
 要する事柄 

 

    
 
 


